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１．はじめに

「東京電力株式会社柏崎刈羽原子力発電所で確認された不適切なケーブル

敷設に係る対応について（指示）」（平成２８年１月６日 原規規発第 1601063

号）（以下「指示文書」という。）に基づき、再処理施設におけるケーブル敷設

に係る調査状況等について、分離建屋等の各建屋（８建屋／１２建屋）並びに

制御建屋の中央制御室及び中央安全監視室の調査が完了し、それまでの調査状

況について経過報告として３月３１日に報告した。 

本報告書は、再処理施設全建屋でのケーブル敷設に係る調査が終了し、全て

の調査結果が取りまとまったことからその結果について報告するものである。 

２．指示事項

  指示文書による指示事項は以下のとおり。

（１）日本原燃が設置する再処理施設における既存の安全系ケーブル敷設

の状況について、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷設の

有無を調査すること。

（２）（１）の調査の結果、系統間の分離の観点から不適切なケーブル敷

設が確認された場合は、不適切なケーブル敷設による安全上の影響

について評価するとともに、不適切にケーブルが敷設された原因の

究明及び再発防止対策を策定すること。

（３）柏崎刈羽原子力発電所における不適切なケーブル敷設に係る工事が

安全機能を有する設備に火災防護上の影響を与えたことと同様に、

再処理施設内の工事により、安全機能を有する設備（既に受けた指

定に係るものに限る。以下同じ。）に対して、火災防護上の影響等、

安全機能に影響を与えるような工事が行われるおそれのある手順等

になっていないか、日本原燃の品質マネジメントシステム（以下「Ｑ

ＭＳ」という。）を検証すること。また、検証の結果、ＱＭＳに問題

があると判断した場合には、既存の安全機能を有する設備に対して

影響を与えた工事の事例の有無、影響の程度を調査すること。

（４）上記の結果を平成２８年３月３１日までに原子力規制委員会に報告

すること。

（５）（１）の調査の結果、不適切なケーブル敷設が確認された場合及び

（３）の検証の結果、ＱＭＳに問題があると判断した場合は、速や

かに適切な是正処置を実施し、その結果を遅滞なく原子力規制委員

会に報告すること。
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３．ケーブル敷設状況の調査【指示事項（１）への対応】

３．１ 調査内容

指示事項（１）への対応として、再処理施設におけるケーブルの敷設状

況について系統分離の観点から不適切なケーブル敷設の有無を調査する。 

（１） 調査対象 

① ケーブル 

再処理施設に敷設されているケーブルには、再処理施設を構成してい

る安全上重要な施設のケーブル、安全上重要な施設以外のケーブル及び

ＯＡ機器等の一般ケーブルがある。

調査は、安全上重要な施設のケーブルと安全上重要な施設と同等の設

計・施工がなされたケーブル（以下｢安全系ケーブル｣という。）の敷設

状況を確認することに加え、安全系以外のケーブルが安全系ケーブルと

混在するなどの状況も確認する（図―１ 参照）。 

図－１ 再処理施設に敷設されているケーブル 

② 建屋 

安全系ケーブルが敷設されている制御建屋、一般共同溝、前処理建

屋、分離建屋、精製建屋、ウラン脱硝建屋、ウラン・プルトニウム混

合脱硝建屋、ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋、高レベル廃

液ガラス固化建屋、非常用電源建屋、使用済燃料受入れ・貯蔵建屋、

主排気筒管理建屋を対象建屋とする。建屋外に設置されている冷却塔

などの機器、計器等については、電線管等により敷設されており、他

のケーブルが混在することがない構造であることから調査対象外と

した。

（添付資料－１ 再処理事業所 構内配置図 参照）

↑

例：放射線管理施設の一部（安全上重要な施設ではないが、安全上重要な施設と同等の設計・施工）

　　屋内モニタリング設備　臨界警報装置、中央制御室のエリアモニタに接続するケーブル

　　屋外モニタリング設備　主排気筒の排気サンプリング設備、換気筒の排気モニタに接続するケーブル

生産系ケーブル OA機器等の一般ケーブル

調査対象：安全系ケーブル
（安全系以外のケーブルとの混在も含む）

安全系以外のケーブル

安全上重要な施設のケーブル 安全上重要な施設以外のケーブル OA機器等の一般ケーブル
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（２） 調査方法 

再処理施設における安全系ケーブルの敷設状況の確認として、系統分離の

観点から、設計図書による机上確認と設計図書通りに施工されているかの現

場確認を実施する。

① 机上確認 

再処理施設に敷設されている安全系ケーブルは、主要な部分はメー

カとの建設契約に基づき敷設されたものと、その建設契約後の改良工

事により敷設されたものがある。

建設契約において敷設された安全系ケーブルは敷設ルートを示す設

計図書に基づき敷設され、その後の改良工事で追加等された安全系ケ

ーブルにおいては、敷設ルートをその設計図書に反映し、敷設が行わ

れた。

以上を踏まえ、安全系ケーブルの敷設状況を確認するための机上確

認は、建設契約による工事及び改良工事により敷設された安全系ケー

ブルの敷設ルートを示す最新の設計図書を確認することにより、不適

切なケーブル敷設の有無について確認する。

② 現場確認 

安全系ケーブルは、各建屋の現場機器～電線管～ケーブルトレイ～

制御建屋の中央制御室の床下または中央安全監視室の床下（以下「中

央制御室等の床下」という。）を経て中央制御室または中央安全監視室

の制御盤へと入線する。

このうち現場機器～電線管については、他のケーブルと混在するこ

とがない構造であることから、電線管～ケーブルトレイ～中央制御室

等の床下～制御盤を現場確認の調査範囲とする（図―２ 参照）。
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現場

機器

（安全系Ａ）

現場

機器

（安全系Ａ）

安全系Ａケーブルトレイ

調査範囲
※２

制御盤 制御盤

中央制御室 中央安全監視室

ＰＣＰＳ フリーアクセス

制御建屋

一般共同溝

各建屋

調査範囲

※１

現場

機器

図－２ 現場確認におけるケーブル調査範囲 

拡 大 

＊１：ＰＣＰＳ（パッケージ型制御盤システム） 

   中央制御室の床下にケーブルの敷設ルートを区画できる設備 

＊２：安全系ケーブルトレイ 

  安全系ケーブルのみを区画してケーブルルートを確保する設備 

  （図上では A系統を示しており、「安全系 Aケーブルトレイ」としている） 
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制御盤 制御盤

中央制御室 中央安全監視室

ＰＣＰＳ フリーアクセス

制御建屋

一般共同溝

各建屋

ｂ.の範囲

ａ.の範囲

現場

機器

この調査範囲において、それぞれの調査方法に基づき、

a. 電線管から中央制御室等の床下まで

b. 中央制御室等の床下から制御盤まで

    の範囲に分け、以下に示す方法で現場確認を実施する（図－３ 参照）。

図－３ 調査方法に基づく範囲 

a．電線管から中央制御室等の床下の範囲 

安全系ケーブルの敷設ルートについて、各建屋のケーブルトレイ

に寄り付いている電線管から、各建屋、一般共同溝及び制御建屋の

中央制御室等の床下までの安全系ケーブルが敷設されている安全

系ケーブルトレイを目視確認する。なお、ケーブルトレイ内でケー

ブル敷設状況が変わる可能性はないため、安全系ケーブルトレイに

ついては、ケーブルトレイへ入るケーブル、ケーブルトレイから出

るケーブルに対し、設計図書通りに施工されているか目視確認する。

なお、高所、暗所等においては脚立、カメラ、ライト等を使用し

て確認する。

b．中央制御室等の床下から制御盤の範囲 

制御建屋における中央制御室等の床下から制御盤へ入線するま

での範囲は、床面を取り外して、床下のケーブル敷設状況を目視に

より確認する。
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この中央制御室等の床下については、以下の構造を考慮して調査

を行う。

ｲ. 中央制御室の床下 

中央制御室の床下は、パッケージ形制御盤システム（以下｢Ｐ

ＣＰＳ｣という。）を採用している。ＰＣＰＳは異なる系統の安

全系ケーブル及び安全系以外のケーブルなどの敷設ルートを区

画し、敷設ルートが上下に交差する場合は、上下の区画として

分離板（水平）を設置して系統分離を行っている（図－４ 参

照）。

図－４ ＰＣＰＳでのケーブルの敷設状況 

ﾛ. 中央安全監視室の床下 

中央安全監視室の床下は、区画等の処置は行われていないフ

リーアクセスであり、系統分離は電線管やケーブル間の離隔距

離を確保することなどにより実施している（図－５ 参照）。

図－５ フリーアクセスでのケーブルの敷設状況 

中央安全監視室床

制御盤

支持脚

ケーブル

床はパネル１枚ごと

に取り外しが可能。
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（３）不適切なケーブル敷設の判断基準 

再処理施設に敷設されている安全系ケーブルは、新規制基準施行前に

施工されたものであることから、再処理施設の設計及び工事の方法の技

術基準（以下「旧技術基準」という。）、既許可の再処理事業指定申請書

（以下「ＡＤＲＢ」という。）、または当社の設計管理基準（以下「社内

基準」という。）の系統分離に関する要求事項に対して適合していないも

のを不適切なケーブル敷設とする。 

想定されるケーブル敷設のパターン及び不適切なケーブル敷設の判断

基準を以下に示す（図－６ 参照）。 

補足）本図はケーブル敷設のパターンを示すものであって、区画内のケーブル本数等はイメージ

である。当該区画間の隔壁や電線管の未設置、破損等によりその機能を喪失している場合

はケーブルの混在とする。 

図－６ 想定されるケーブル敷設のパターン 

① 旧技術基準への適合性 

旧技術基準「第１１条（安全上重要な施設）」において、安全上重要

な施設の多重性について要求されているが、系統分離に関する明確な要

求事項はない。 

◆パターン1

基本系

全て分離

◆パターン2

安全系1区分の跨ぎ

または混在

◆パターン3

安全系2区分の跨ぎ

または混在

◆パターン4

安全系異区分の跨ぎ

または混在

◆パターン5

安全系以外の区分の跨ぎ

または混在

安全系A 安全系B 安全系以外
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ただし、「第４条（火災等による損傷の防止）」では安全上重要な施設

の安全機能を失わせしめないことを要求しており、この第４条に関連す

る原子力発電所の火災防護指針（JEAG4607－2010）では、想定するケー

ブル火災を以下のとおりとしている。 

・計装・制御ケーブル火災は「過電流による過熱により当該ケーブル

の断線・短絡のみをひき起こす火災であり他には広がらない。」 

・電力ケーブル火災は「過電流による過熱により、当該ケーブルのト

レイ内全ケーブルに断線・短絡を起す火災を想定する。また、IEEE384

の分離距離よりも近傍のケーブルに火災の影響を考える。」 

以上を踏まえ、火災等により安全上重要な施設の安全機能を失わせし

めないことを系統分離に関する要求事項と考えれば、各パターンの適合

性の判断は表－１のとおりである。 

表－１ 旧技術基準への適合性 

 計装・制御ケーブル 電力ケーブル 

パターン１ ○ ○ 

パターン２ ○ ○ 

パターン３ ○ ×※1

パターン４ ○ ×※2

パターン５ ○ ○ 

※１ 安全系の１系統のケーブルトレイ内全ケーブルまたは安全系以外のケーブルトレイ内全ケー

ブルに火災を想定すると、安全系２系統を跨ぐ安全系以外のケーブルにより、安全系２系統に

影響を及ぼす。よって、適合していない。 

※２ 安全系の１系統のケーブルトレイ内全ケーブルに火災を想定すると、安全系２系統を跨ぐ安全

系ケーブルにより、安全系２系統に影響を及ぼす。よって、適合していない。 

② ＡＤＲＢへの適合性 

ＡＤＲＢにおいて、多重性を有する安全上重要な施設の系統分離に関

する要求事項は、計測制御系統施設及びその他再処理設備の附属施設の

電気設備の設計方針、主要設備にて以下のとおりとしている。 

・安全上重要な施設に関するケーブルは、その多重性及び独立性を確

保するため、それぞれ相互に分離したケーブルトレイ、電線管を使

用して布設し、相互に独立性を侵害することのないようにする。 

以上を踏まえ、ＡＤＲＢへの適合性は、安全系２系統が相互に分離さ

れていることを判断基準とし、表－２のとおりである。 
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表－２ ＡＤＲＢへの適合性 

 計装・制御ケーブル 電力ケーブル 

パターン１ ○ ○ 

パターン２ ○ ○ 

パターン３ ○ ○ 

パターン４ ×※3 ×※3

パターン５ ○ ○ 

※3 安全系１系統のケーブルが他の１系統に混在しているため適合していない。ただし、混在して

いるケーブルが電線管等の隔壁内に敷設されている場合は、安全系２系統が相互に分離されて

いることになるため適合している。 

③  社内基準への適合性 

社内基準は再処理施設に対して適用であり、その系統分離に関する要

求事項は以下のとおりである。 

・安全上重要な施設に係る動力回路、制御回路及び計装回路のケーブ

ルは独立性及び多重性を確保するため相互に分離したケーブルトレ

イ及び電線管を使用して布設する設計とする。 

・異なる系統のケーブルは、ケーブルダクト間隔またはバリア、ソリ

ッドトレイ（ふた付き）、電線管の使用等により分離する。 

以上を踏まえ、系統分離に関する社内基準への適合性は、安全系２系統

の相互分離に加え、安全系以外のケーブルとも分離されていることを判断

基準とし、表－３のとおりである。 

表－３ 系統分離に関する社内基準への適合性 

 計装・制御ケーブル 電力ケーブル 

パターン１ ○ ○ 

パターン２ × × 

パターン３ × × 

パターン４ × × 

パターン５ × × 
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３．２ 調査結果 

再処理施設におけるケーブル敷設状況調査について、机上確認及び現場

確認を安全系ケーブル全数に対して完了した。その結果は、以下のとおり

である。 

（１） 机上確認 

建設契約の工事及び改良工事に基づき敷設された安全系ケーブル全

数約 5,000 本に対して、設計図書による机上確認を実施した。その結果、

「３．１（３）不適切なケーブル敷設の判断基準」に適合しない不適切

なケーブル敷設は確認されなかった。

なお、制御建屋の中央制御室等の床下から制御盤の範囲については、

ケーブルが床下へ入線し、床下から制御盤へ入線すること示す設計図書

はあるものの、床下での具体的な敷設ルートを示す設計図書がなく、机

上確認が実施できなかったため、現場確認によりケーブルの敷設状況を

確認することとした。

（２） 現場確認 

① 中央制御室等の床下から制御盤までの範囲 

中央制御室等の床下でのケーブル敷設ルートを示す設計図書がなく、

現場確認によりケーブルの敷設状況を確認するとした中央制御室等の

床下から制御盤までの範囲について、現場確認を実施した。その結果

は、以下のとおりである。

・ 旧技術基準及びＡＤＲＢにおける系統分離に関する要求事項を全

て満足しており、その観点からは不適切なケーブル敷設は確認され

なかった。

・ 系統分離に関する社内基準を満足しない不適切なケーブル敷設が

確認された（表－４ 参照）。

・ 不適切なケーブル敷設が確認されたのは、安全系ケーブルのうち、

安全上重要な施設と同等の設計・施工がなされたケーブル及び安全

系以外のケーブルであり、安全上重要な施設のケーブルはなかった

（表－４ 参照）。

・ 中央制御室の床下構造であるＰＣＰＳ（図－４ 参照）に設置され

ている分離板の設置状況についても確認し、設置されていた分離板

に不適切な加工もしくは破損等による異常がないことを確認した。
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表－４ 中央制御室等の床下で確認された不適切なケーブル敷設 

敷設の状況 本数 系統 

パターン２ 

安全系１区分の跨ぎまたは混在
315 本 

安全系以外のケーブル 

（生産系ケーブル及びＯＡ機器等

の一般ケーブル） 

パターン４ 

安全系異区分の跨ぎまたは混在 7 本 

安全系ケーブル 

（安全上重要な施設と同等の設

計・施工がなされたケーブル） 

パターン５ 

安全系以外の区分の跨ぎまたは混在 29 本 

安全系ケーブル 

（安全上重要な施設と同等の設

計・施工がなされたケーブル） 

（添付資料－２ 中央制御室等の床下における不適切な敷設が 

なされたケーブル 参照） 

パターン２については、安全系ケーブルの上を安全系以外のケーブ

ルが跨いでおり、その間に隔壁となる分離板が設置されていないなど、

安全系以外のケーブルが安全系ケーブルと分離されていないものが確

認された（図－７(a) 参照）。 

パターン４については、安全系ケーブルのうち、安全上重要な施設

と同等の設計・施工がなされたケーブルが、他の系統の安全系ケーブ

ルに跨っているものが確認された。当該ケーブルを持つ設備は多重化

要求のない設備であり、ＡＤＲＢでの系統分離に関する要求事項はな

いが、系統分離に関する社内基準を満足しなかった（図－７(b) 参照）。 

パターン５については、安全系ケーブルのうち、安全上重要な施設

と同等の設計・施工がなされたケーブルが、安全系以外のケーブルと

混在しているものが確認された。当該ケーブルを持つ設備は多重化要

求のない設備であり、ＡＤＲＢでの系統分離に関する要求事項はない

が、系統分離に関する社内基準を満足しなかった（図－７(c) 参照）。 
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コンクリート

H鋼

安全系Ｂルート安全系Ｂルート

安全系以外ルート

分離板（水平）なし

床板

安全系以外ルート

コンクリート

H鋼安全上重要な施設と

同等の設計・施工が

なされたケーブル

（安全系ケーブル）

(a)パターン２の例（安全系１区分の跨ぎまたは混在） 

(b)パターン４の例（安全系異区分の跨ぎまたは混在） 

(c)パターン５の例（安全系以外の区分の跨ぎまたは混在） 

図－７ 各パターンの代表例 

安全系Ｂルート

安全系Ａルートに

敷設されるべき

安全上重要な施設と

同等の設計・施工が

なされたケーブル

（安全系ケーブル）

支持脚

床板
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② 電線管から中央制御室等の床下までの範囲 

 机上確認が終了した後、以下の建屋に対し、ケーブル敷設状況に係

る現場確認を実施した。その結果、不適切なケーブル敷設は確認され

なかった。

  【３月３１日までの調査で確認した建屋】

分離建屋、ウラン脱硝建屋、ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋、

ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋、高レベル廃液ガラス固

化建屋、非常用電源建屋、主排気筒管理建屋、使用済燃料受入れ・

貯蔵建屋

  【その後の調査で確認した建屋】

前処理建屋、精製建屋、制御建屋（中央制御室等の床下から制御盤

までの範囲を除く）、一般共同溝
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４．安全上の影響評価、原因究明及び再発防止対策【指示事項（２）への対応】

４．１ 対応方針

指示事項（２）を受け、「３．ケーブル敷設状況の調査」により確認さ

れた不適切なケーブルによる安全上の影響について、ケーブルの種類や保

護装置の有無などから評価し、安全上の問題があると評価された場合は安

全上の措置を講じることとする。

また、不適切にケーブルが敷設された原因の究明及び再発防止対策を策

定することとする。

４．２ 安全上の影響評価

（１）不適切なケーブルの種類 

不適切な敷設が確認されたケーブルの系統、種類を示す（表－５ 参照）。

表－５ 不適切な敷設が確認されたケーブルの系統、種類

敷設の状況 本数 系統 種類 

パターン２ 

安全系１区分の跨ぎま

たは混在

315 本 

安全系以外のケーブル 

（生産系ケーブル及びＯＡ機器

等の一般ケーブル） 

計装・制御ケーブル 

パターン４ 

安全系異区分の跨ぎま

たは混在 

7 本 

安全系ケーブル 

（安全上重要な施設と同等の設

計・施工がなされたケーブル） 

計装・制御ケーブル 

パターン５ 

安全系以外の区分の跨

ぎまたは混在 

29 本 

安全系ケーブル 

（安全上重要な施設と同等の設

計・施工がなされたケーブル） 

計装・制御ケーブル 

（２）安全上の影響評価 

不適切なケーブル敷設は、旧技術基準及びＡＤＲＢの系統分離に関す

る要求事項を満足していたものの、系統分離に関する社内基準を満足し

ないものであった。

その社内基準を満足しない敷設がなされたケーブルは、安全上重要な

施設と同等の設計・施工がなされたケーブル及び安全系以外のケーブル

であり、安全上重要な施設のケーブルは適切に敷設されていた。また、

それらケーブルは全て計装・制御ケーブルであった。

この確認された不適切なケーブル敷設について、安全上の影響を評価

したところ、「中央制御室等の床下における不適切な敷設がなされたケー
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ブル」（添付資料－２）に示すとおり、

・ 過電流による過熱により当該ケーブルの断線、短絡のみをひき起こ

すことはあるが、他には広がらないこと

・ 過電流を遮断するための保護装置が設置されていること

から、安全上の影響はないものと評価した。

安全上の影響はないものの、不適切な敷設が確認されたため、系統分

離に関する社内基準を満足する状態に是正処置を実施するまでは、ケー

ブルに対して以下の措置を講じることとした。

不適合品であることの識別表示

不適切な敷設が確認されたケーブルのうち、使用停止可能なケーブ

ルの使用停止

中央制御室等の床下の使用停止できないケーブルに対して、万一火

災が発生しても、常駐する運転員が異臭（焦げ臭）、発煙等により速

やかに検知できるように、部分的に床を取り外し、検知した場合は

速やかに消火活動を実施

中央制御室等の床下における安全上の配慮が必要な作業禁止の指示

４．３ 原因究明及び再発防止対策

（１）事象の状況 

不適切なケーブル敷設は、中央制御室等の床下のみで確認されており、

これらは系統分離に関する社内基準を満足していなかった。

安全系ケーブルの上に安全系以外のケーブルが敷設されていた（パ

ターン２）。

安全系ケーブルのうち、安全上重要な施設と同等の設計・施工がな

されたケーブル（単一系統の設備であり、A 系統に敷設）が、他の

安全系の系統（B 系統）に跨り敷設されていた。B 系統に敷設すべ

き安全上重要な施設と同等の設計・施工がなされたケーブルが他の

安全系の系統（A 系統）に跨っているものもある（パターン４）。

安全系ケーブルのうち、安全上重要な施設と同等の設計・施工がな

されたケーブルが、安全系以外のケーブルと混在していた（パター

ン５）。

（２）原因調査 

上記の系統分離に関する社内基準を満足しない不適切なケーブル敷設

に至った原因調査のため、制御建屋において安全上重要な施設のケーブ
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ル敷設を含む再処理施設の設備の設置工事を実施したメーカ（以下「制

御建屋の施工メーカ」という。）及び他のケーブルを敷設した他社の対応

（当社の対応を含む）について確認した。 

① 制御建屋の施工メーカの対応 

制御建屋の施工メーカの対応に対して聞取り調査を実施し、以下を確

認した。 

中央制御室等の床下に敷設した安全上重要な施設のケーブル（安全系

ケーブル）は、建設契約の工事で敷設し、系統分離に関する社内基準

を満足するよう敷設した。 

中央制御室等の床下において安全系ケーブルの敷設を行う際、安全系

ケーブルに係る分離措置は講じたものの、後に敷設されるケーブルの

混在等を考慮した分離措置までは講じていなかった（敷設する都度、

分離板設置などの系統分離対策を実施することとしていた）。 

制御建屋の施工メーカは現場での敷設ルートや分離板の設置場所を

指示するための図書を作成し施工したが、その図書は現場指示用の図

書であり、アズビルド化の要求のない図書であった（当社は図書の提

出を要求していなかった）。 

その後、敷設されたケーブルは、適切な敷設ルートに敷設し系統分離

に関する社内基準を満足したものや、分離板の未設置により系統分離

に関する社内基準を満足しない不適切なケーブル敷設を行ったもの

があった（敷設ルートを示す図書がないため、系統分離に関する社内

基準を満足するかの評価を実施するためのインプット情報がなかっ

た）。 

② 他社の対応 

他社の対応については、これまでの当社の対応等を踏まえ、以下のと

おり評価、整理した。 

制御建屋の施工メーカが、安全上重要な施設のケーブルを敷設した後、

他社において安全系以外のケーブル敷設を実施していた。 

当社が管理していたケーブル敷設ルートを示す図書として、中央制御

室等の床下への入線、床下から制御盤への入線を示す図書はあったが、

床下でのケーブル敷設ルートを示した図書はなかったため、当社から

中央制御室等の床下におけるケーブル敷設ルートを示す情報を提示

できていなかった。 



17 

詳細設計の段階において、中央制御室等の床下におけるケーブル敷設

ルートに係る情報がなかったため、ケーブル敷設ルートは現場施工時

に実際の敷設状況を確認して決定したが、安全系ケーブルの識別表示

が明確にされていなかったため、適切な分離措置を講じることができ

なかった。 

他社によるケーブル敷設の結果（敷設ルート）は、当社から中央制御

室等の床下におけるケーブル敷設ルートを示す情報を提示していな

かったこともあり、当社に対して情報が提示されることはなかった。

その結果、ケーブル敷設状況を図書として残すことはなかった。 

ＯＡ機器等の一般ケーブルは、建設契約に係る工事を実施している時

期においても順次敷設していたが、一般ケーブルは系統分離に関する

社内基準の適用外としていたため、敷設を行う際に系統分離に関する

社内基準への適合を要求していなかった。結果、既に設置されていた

安全系ケーブルとの分離措置等の検討が行われていなかった。 

（３）直接原因 

（２）項の原因調査を踏まえ、系統分離に関する社内基準を満足しない

不適切なケーブル敷設に至った直接原因は、以下のとおりである。 

① 中央制御室等の床下のケーブル敷設ルートを示す情報がなかった

（アズビルド化された設計図書がなかった）。その結果、ケーブル

の敷設ルート検討段階において、系統分離に関する社内基準を満

足したルート設定が検討できなかった。 

② ＯＡ機器等の一般ケーブルについては、系統分離に関する社内基

準の適用外であった。その結果、一般ケーブルの敷設ルート上に

安全系ケーブルが存在した場合でも、系統分離に関する社内基準

の要求を満足するかの評価が行われなかった。 
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（４）原因分析 

（３）に示した直接原因に対し、再発を防止するための更なる対応と

して、不適切なケーブル敷設に係る工事の計画・調達段階及び工事の実

施段階のＱＭＳの各プロセスにおいて要求されている事項について調査

し、原因分析を行った。 

原因分析は、施工当時に系統分離に関する社内基準が適用されていた

以下の再処理施設のケーブルについて実施し、施工当時社内基準の適用

外であったＯＡ機器等の一般ケーブルについては、ＱＭＳ各プロセスの

対応が行われていなかったことが明らかであることから、対象外とした。 

・安全上重要な施設のケーブル 

・安全上重要な施設と同等の設計・施工がなされたケーブル 

・生産系ケーブル 

また、事実関係については、再処理施設におけるケーブル敷設状況調

査において、建屋側のケーブルトレイ等に収納されたケーブル敷設と中

央制御室等の床下におけるケーブル敷設で、管理状況が異なることが確

認されているため、「再処理施設のケーブル敷設」と「中央制御室等の床

下におけるケーブル敷設」に分けて整理することとした。 

① 再処理施設のケーブル敷設に関連する事実関係の整理 

     ＜工事の計画・調達段階＞ 

工事の計画・調達段階として、系統分離に関する社内基準を満

足すべく調達要求を明確化するとともに、再処理施設のケーブ

ルを含む各建屋の再処理施設の設備の設置工事を実施したメ

ーカ（以下「各建屋の施工メーカ」という。）に、再処理施設

のケーブルを敷設するための設計図書の提出を要求した。 

要求事項とした設計図書は、再処理施設のケーブルの敷設につ

いて、以下の基本的な考え方を踏まえたものであった。

 ○再処理施設のケーブル敷設の基本的な考え方 

 再処理施設のケーブル敷設は、構成図に示すとおり敷設ルートが

構成されており、以下に示す展開接続図、ケーブルトレイ配置図及

びケーブルルーティングリストの設計図書を持ってルート設計を実

施していた（図－８ 参照）。 
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図－８ ケーブル敷設ルートの構成図（イメージ図） 

（展開接続図） 

盤内のハードウエア回路の構成及び取り合う盤、機器間の

ケーブル取り合いを記載した図書である。 

再処理施設のケーブルは、現場機器からそれぞれの制御盤

への信号の受け渡しを行うために、展開接続図にて、取り

合い先、信号の種類などの仕様を定めている。 

安全系ケーブルにおいては、安全上重要な施設である機

器・計器から現場制御盤、制御建屋の制御盤への取り合い

先などを定めている。 

図－９ 展開接続図の一例（イメージ図） 
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（ケーブルトレイ配置図） 

ケーブルトレイの配置、ルートを記載した図書である。 

再処理施設のケーブルは現場制御盤から電線管やケーブ

ルトレイなどの定められた経路で敷設される。 

図－１０ ケーブルトレイ配置図の一例（イメージ図） 

（ケーブルルーティングリスト） 

ケーブル敷設のために、ケーブル１本単位でケーブルトレ

イ等の経由ルートを示した図書である。 

ケーブルの経由ルートは、各建屋の現場制御盤、電線管、

ケーブルトレイ、中央制御室等の床下及び監視制御盤の識

別の名称等で示し、どの範囲を敷設するかを示している。 

図－１１ ケーブルルーティングリストの一例（イメージ図） 
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＜工事の実施段階＞ 

工事の計画・調達段階で要求した設計図書については、社内基

準を満足すべく各建屋の施工メーカにて作成され、当社はケー

ブル敷設の施工前に展開接続図及びケーブルトレイ配置図を

確認した。ケーブルルーティングリストは、当社の確認が不要

な参考図書であった。 

各建屋の施工メーカは、上記設計図書に基づき、再処理施設の

ケーブルを敷設した。 

ケーブル敷設後、各建屋の施工メーカは、上記設計図書どおり

にケーブルが敷設されていることを確認し、展開接続図を用い

た信号の取り合い試験を行っている。当社は施工及び試験に係

る記録確認を実施した。 

② 中央制御室等の床下における事実関係の整理 

中央制御室等の床下においては、「（２）原因調査」で記載したとお

り、建設時の制御建屋の施工メーカは安全上重要な施設のケーブルに

ついて、敷設時のルートや分離板の設置場所を示すための現場指示用

の施工図書を持って施工し、適切な分離措置を講じた結果、系統分離

に関する社内基準を満足したものの、その後に敷設されるケーブルと

の分離を考慮した措置までは講じていなかった。 

よって、再処理施設のケーブルのうち、適切な敷設状態であった安

全上重要な施設のケーブルを除く、安全上重要な施設と同等の設計・

施工がなされたケーブル及び生産系ケーブルについてＱＭＳの各プロ

セスで確認した事実関係を以下に整理した。 

     ＜工事の計画段階＞ 

系統分離に関する社内基準には、 

－ 安全上重要な施設に係る動力回路、制御回路及び計装回路

のケーブルは独立性及び多重性を確保するため相互に分

離したケーブルトレイ及び電線管を使用して布設する設

計とする。 

－ 異なる系統のケーブルは、ケーブルダクト間隔またはバリ

ア、ソリッドトレイ（ふた付き）、電線管の使用等により

分離する。 
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とあり、中央制御室等の床下に敷設された安全上重要な施設と

同等の設計・施工がなされたケーブル及び生産系ケーブルにお

いてもその基準は適用であった。 

上記社内基準には「電線管の使用等により分離する」とあった

ものの、中央制御室等の床下における具体的な分離の方法が示

されていなかった。 

安全上重要な施設と同等の設計・施工がなされたケーブルにつ

いては、安全上重要な施設と同等な管理レベルとすべく当社で

自主的に設定した。 

      ＜調達段階＞ 

当社は中央制御室等の床下のケーブル敷設ルートを示す情報

となる設計図書を調達要求していなかった。 

      ＜工事の実施段階＞ 

既に敷設されたケーブルの敷設状況を示す設計図書がなかっ

たことから、その後に敷設されたケーブルは、他既設のケーブ

ルの敷設状況を確認して、現場合わせにより敷設することとし

た。 

既に敷設されているケーブルには識別表示がされていなかっ

た。 

当社は安全上重要な施設のケーブル敷設の状況やその後のケ

ーブル敷設の状況を確認していなかった。 

安全上重要な施設と同等の設計・施工がなされたケーブルは、

中央制御室等の床下を除き、安全上重要な施設のケーブルが敷

設されているケーブルトレイに敷設しており、同等な管理レベ

ルとなっていたが、中央制御室等の床下においては安全上重要

な施設の敷設ルート以外のルートに敷設されていた部分もあ

り、その施工は徹底されていなかった。 

③ 原因分析の結果 

上記①に示した事実関係の整理の結果、中央制御室等の床下に敷設

されたケーブルを除く再処理施設のケーブルの敷設については、現場

確認により系統分離の観点で社内基準に適合して敷設されていたこと

を確認したとおり、ＱＭＳの各プロセスに沿って要求等を実施するこ
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とによって、適切な施工が実施されることが確認されたことから、更

なる原因分析は不要と考える。 

上記②に示した事実関係を踏まえ、中央制御室等の床下に敷設され

たケーブルに対して、原因分析を実施した結果、不適切なケーブル敷

設に至った直接原因とした中央制御室等の床下のケーブル敷設ルート

を示す情報（アズビルド化された設計図書）がなかったことをひき起

こした原因は以下のとおりである。 

工事の計画段階での調達要求として、系統分離に関する社内基準に

おいて、中央制御室等の床下におけるケーブル敷設に対し系統分離

に係る具体的な方法などの十分な明確化が図れていなかった【原因

①】。 

 また、上記社内基準への明確化が図られておらず、アズビルド化さ

れた設計図書がなかったことから、以下の事項について実施されてい

ないことを確認した。 

調達段階において、当社は施工後の敷設状況について施工記録を要

求していなかった【原因②】 

工事の施工段階において、当社は施工会社に敷設ルートを設定する

ための情報（要求事項）を提示していなかった【原因③】 

 さらに、上記の原因に加え、安全上重要な施設と同等の設計・施工

がなされたケーブルについては、以下を確認した。 

安全上重要な施設と同等の管理レベルを当社が自主的に設定して

いたが、部分的に安全上重要な施設の敷設ルートと同一のルートに

敷設されていないなど、その施工において徹底されていなかった

【原因④】 

（５）再発防止対策 

① 直接原因に対する対策 

（３）項に示す直接原因に対する対策は、以下のとおりである。

ケーブル敷設ルートを示す設計図書がなかったことに対する対策

今回の現場確認において確認した、中央制御室等の床下における

ケーブル敷設ルートを設計図書化した（実施済み）。

一般ケーブルが系統分離に関する社内基準の適用外であったこと

に対する対策
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 一般ケーブルを再処理施設に敷設する場合に、系統分離に関す

る社内基準を適用するよう社内基準を改正した（実施済み）。

 また、ケーブル敷設ルートを設計図書化し、当社が管理することが原

因に対する対策としては有効であると考えるが、中央制御室等の床下に

おいて安全系ケーブルの識別が不明確であったことも確認されているこ

とから、中央制御室等の床下に敷設している安全系ケーブルの識別表示

に係る措置も実施する（２０１６年６月末までに実施）。

② 原因分析により抽出された原因に対する対策 

（４）項に示す原因分析により抽出された原因に対する対策は、以下の

とおりである。

系統分離に関する社内基準において、具体的な方法が不明確であっ

たことに対する対策【原因①に対する対策】

中央制御室等の床下における安全系ケーブルの敷設ルートの区

画と識別表示の具体的方法を社内基準で明確化する（２０１６年

６月末までに実施）。

ケーブル敷設に係る施工記録を要求していなかったことに対する

対策【原因②に対する対策】

施工会社に対して敷設後の施工記録を提出するよう調達要求を

明確化する（２０１６年６月末までに実施）。

敷設ルートを設定するための情報（要求事項）を提示していなかっ

たことに対する対策【原因③に対する対策】

中央制御室等の床下におけるケーブル敷設状況（アズビルド化

した設計図書）を設備の管理担当部署が把握することとし、他の

部署が施工会社等によりケーブル敷設する際にはその管理担当部

署と調整を行ってから実施するものとし、敷設する部署はその情

報を施工会社等へ提示する（２０１６年６月末までに実施）。 

自主的に安全上重要な施設と同等の設計・施工がなされたケーブル

に係る施工管理が徹底されていなかったことに対する対策【原因④

に対する対策】
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当社及び施工会社の関係者に対し、本事象について周知する（２

０１６年６月末までに実施）とともに、原因①に対する対策を実施

する。

これら原因分析により抽出された原因は、社内基準での系統分離に関する

要求事項が不明確であったために調達段階で調達要求が不足したこと、また、

設計図書のアズビルド管理が不十分であったために施工管理に必要な要求

事項が不足したことなど、ケーブル敷設の要求の一部において要求事項が不

明確であったことにより発生した事象であり、ＱＭＳのシステムにおける問

題により発生したものではなかった。 

５．ＱＭＳの検証【指示事項（３）への対応】

５．１ ＱＭＳの検証方法 

ＱＭＳの検証については、再処理施設内で工事を実施する場合に「安全

機能を有する設備に対して安全機能に影響を与えるような工事が行われ

るおそれのある手順等になっていないこと」（以下「歯止め」という。）を

以下（１）項及び（２）項の調査を行い、確認する。 

具体的には（１）項の「ＱＭＳ文書に関する調査」により工事を実施す

る場合のプロセスの確認を行い、プロセスに関連するＱＭＳ文書について

歯止めが機能する仕組みとなっていることを確認する。 

更に（２）項の「ＱＭＳの有効性の調査」を行い、（１）項で確認した

ＱＭＳ文書に基づき実際の工事が適切に実施されていることを調査し、確

認することで工事に対する歯止めの有効性を確認する。 

（１）ＱＭＳ文書に関する調査 

① 調査対象 

工事を実施する場合の業務プロセスを具体的に規定した以下の

ＱＭＳ文書（２次文書）及びそれらに紐付くＱＭＳ文書（３次、４

次文書）を対象として調査する。 

・設計管理要領 

・調達管理要領 

・製作及び据付・施工管理要領 

・検査及び試験管理要領 

② 調査方法 

ａ．プロセスの確認 
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工事を実施する場合の業務プロセスの検証を行うため、「工事の

計画」（JEAC 7.1、7.2、7.3）、「調達」（JEAC 7.4）、「工事の実施」

（JEAC 7.5）及び「試験・検査」（JEAC 8.2.4）の各段階の設計・

調達管理等に関連するＱＭＳ文書の内容を確認し、設計・調達管理

等に係るプロセスとしてまとめる。 

ｂ．プロセス上の歯止めの確認 

上記のプロセスに基づき、設計・調達管理等に関連するＱＭＳ文

書について、歯止めとなっている内容を抽出し、確認・評価する。 

ｃ．改善要否の確認 

更に上記の調査結果において、歯止めとなるプロセスがなく、Ｑ

ＭＳに問題があると判断した場合には、既存の安全機能を有する設

備に対して影響を与えた工事の事例の有無、影響の程度を調査する

とともに、適切な是正処置を実施する。 

（２）ＱＭＳの有効性の調査 

① 調査対象 

２００４年６月（ＱＭＳ導入以降）から２０１５年１２月までに

実施した工事のうち、「ＱＭＳの有効性の調査に係る工事の抽出フ

ロー」に基づき、抽出した改良工事を調査対象とする。 

（添付資料－３ ＱＭＳの有効性の調査に係る工事の抽出フロー 参照） 

② 調査方法 

ａ．ＱＭＳの有効性の確認 

抽出した改良工事について、工事記録等（技術検討書、発注仕様

書、工事請負仕様書、リスク評価表、工事要領書）の内容から（１）

項の「ＱＭＳ文書に関する調査」で確認・評価した歯止めが、実際

の工事において適切に実施され、有効に機能しているかを確認する。 

上記の工事記録等により歯止めの有効性が確認できなかった場

合は、現場確認により、安全機能を有する設備に対して安全機能に

影響を与えていないことを確認する。 

ｂ．改善要否の確認 

更に上記の調査結果において、ＱＭＳが有効に機能していないと
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判断した場合には、既存の安全機能を有する設備に対して影響を与

えた工事の事例の有無、影響の程度を調査するとともに、適切な是

正処置を実施する。 

５．２ ＱＭＳの検証結果

（１）ＱＭＳ文書に関する調査結果 

工事を実施する場合の業務プロセスについて、具体的に規定されたＱＭ

Ｓ文書の内容を確認するとともに、歯止めの具体的な内容を抽出し、確認・

評価した。 

調査結果から、工事を実施する場合のプロセスである設計・調達管理等

に関連するＱＭＳ文書については歯止めが規定されていることを以下のと

おり確認した。 

（添付資料－４ 設計・調達管理等に係るプロセスと関連するＱＭＳ文書の

確認・評価結果 参照） 

① 工事の計画段階 

ａ．プロセスの確認 

工事を実施する場合の要求事項を技術検討書として作成・承認

するプロセスがあることを確認した。 

ｂ．歯止めの確認 

再処理事業部 設計管理要領等では設計に関する重要な検討

の経緯及び結果を技術検討書として記録すること、技術検討書に

「設計等の要求事項に対する検討」、「関連設備への影響について

の検討」等を含めることを規定していることを確認した。 

よって、「安全機能を有する設備に対して安全機能に影響を与

えるような工事が行われるおそれのある手順等になっていない

こと」を確認した。 

② 調達段階 

ａ．プロセスの確認 

調達要求事項を明確化した発注仕様書を作成・承認し、供給者
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に対して調達要求事項を伝達するプロセスがあることを確認し

た。 

ｂ．歯止めの確認 

再処理事業部 調達管理要領では発注仕様書を作成し、発注仕

様書で明確化した調達要求事項が妥当であること等を審査、承認

し、調達すること、発注仕様書では、関係法令、当社規定類等を

遵守すること、設計条件、適用される法令、基準、規格等の要求

事項を設計に確実に反映させるための管理方法を明確化するこ

と等を規定していることを確認した。 

よって、「安全機能を有する設備に対して安全機能に影響を与

えるような工事が行われるおそれのある手順等になっていない

こと」を確認した。 

③ 工事の実施段階 

ａ．プロセスの確認 

供給者は発注仕様書の調達要求事項に係る情報をもとに、工事

計画書、工事要領書、試験・検査要領書等の作成・提出を行い、

当社においてこれらが調達要求事項を満足していることを審

査・承認するプロセスがあることを確認した。 

原子力安全リスク分析として安全上重要な施設の安全機能への

影響の有無等を検討するプロセスがあることを確認した。 

ｂ．歯止めの確認 

再処理事業部 製作及び据付・施工管理要領等では工事に先立

ち工事計画書、工事要領書、検査・試験の要領書等を受注者に

作成させ、当社において法令、規格、基準及び当社要求事項等

に適合していることについて審査、承認することを規定してい

ることを確認した。 

再処理事業部 作業実施細則等では、保修作業等を行う場合は、

当社においてリスク評価を実施すること、リスク評価表に原子

力安全リスク分析として安全上重要な施設の安全機能への影響

の有無を記入すること、作業等が他施設、他設備へ影響を与え

ないようにするための具体的な対策、方針について記入するこ

とを規定していることを確認した。 

よって、「安全機能を有する設備に対して安全機能に影響を与
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えるような工事が行われるおそれのある手順等になっていない

こと」を確認した。 

④ 試験・検査段階 

ａ．プロセスの確認 

当社において供給者が実施する現地工事、試験・検査等の工事

管理を行い、最終的に工事報告書等により適正に工事が行われた

ことを確認するプロセスがあることを確認した。 

ｂ．歯止めの確認 

再処理事業部 検査及び試験管理要領では受注者が実施する検

査及び試験に対し、立会検査により、その実施状況を確認する

こと等を規定していることを確認した。 

再処理事業部 検査及び試験管理要領等では受注者は、作業終

了後速やかに作業報告書を作成し、当社に提出すること、当社

において試験・検査等が適正に実施されていること等を受注者

より提出された作業報告書の内容を確認し、承認を得ることを

規定していることを確認した。 

よって、「安全機能を有する設備に対して安全機能に影響を与

えるような工事が行われるおそれのある手順等になっていない

こと」を確認した。 

（２）ＱＭＳの有効性の調査結果 

① 調査対象の抽出結果 

２００４年６月（ＱＭＳ導入以降）から２０１５年１２月まで

に実施した工事である約５，０００件（保修作業、設備点検、改

良工事（保安規定の改造含む））から、保修作業、設備点検を除

いた改良工事を対象※とし、「ＱＭＳの有効性の調査に係る工事の

抽出フロー」（添付資料－３）に基づき、対象となる改良工事を

抽出した結果、調査対象は２０１件であった。

※既設の設備に影響を与える工事を調査対象として抽出する観点から、設備の

元の状態への復元等を目的とした工事である保修作業、設備点検を除く。ま

た、３項において、ケーブル敷設状況の調査を行っていることから、ケーブ

ル敷設工事を除く。 

② 有効性の調査結果 
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（１）項の「ＱＭＳ文書に関する調査結果」のとおり、再処理

事業部 調達管理要領に基づき、調達要求し、再処理事業部 製

作及び据付・施工管理要領等に基づき、工事に先立ち工事要領書、

検査・試験の要領書等を受注者に作成させ、当社において審査、

承認し、工事を実施する。さらに、再処理事業部 検査及び試験

管理要領等に基づき、作業終了後速やかに作業報告書を受注者に

作成させ、当社において審査、承認し、実施した工事を確認する。 

これらのプロセスによって、安全機能を有する設備に対して、

安全機能に影響を与えるような工事を防止している。 

よって、今回のＱＭＳの有効性は、調達要求として、受注者に

試験・検査を要求し、工事の最終的な段階で実施した工事を確認

しているかについて、工事記録等の内容から調査した。 

調査の結果、すべての改良工事において上記が実施されている

ことを確認した。 

以上により、すべての改良工事において、安全機能を有する設

備に対して安全機能に影響を与えるような工事が行われていな

いことを確認した。 

６．是正処置【指示事項（５）への対応】

６．１ 不適切なケーブル敷設に対する是正処置

指示事項（５）を受け、確認された不適切なケーブルの是正処置

として、安全系ケーブルに対する処置を優先的に実施することとし、

ケーブルの再敷設や分離板、電線管等を用いた系統分離を施工する

などを実施して、系統分離に関する社内基準を満足する適切な敷設

状態とする是正処置を実施し、その結果を遅滞無く原子力規制庁へ

報告する（２０１６年６月末までに実施予定）。

なお、作業にあたり、以下の事項に留意する。

・ケーブルの是正にあたり、ケーブルの使用用途に応じて安全処

置（電源の隔離等）を実施する。

・対象のケーブルを十分に確認するとともに、周囲のケーブルへ

影響がないよう実施する。特に、ノイズの影響をうける可能性

がある放射線モニタ等のケーブルに注意する。

・パラメーターの状態監視をしながら作業を行う。

今回確認された系統分離に関する社内基準を満足しない不適切な
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ケーブル敷設については、上記のとおり適切な敷設状態へ修正する

とともに、今後、新規制基準の要求事項を踏まえた対応を実施して

いく。

６．２ ＱＭＳの問題点に対する是正処置

ＱＭＳ文書に関する調査において、安全機能を有する設備に対し

て安全機能に影響を与えるような工事が行われるおそれのある手順

等になっていないことを確認したものの、不適切なケーブル敷設に

至った原因として、社内基準での系統分離に関する要求事項が不明

確であったために調達段階で調達要求が不足したこと、また、設計

図書のアズビルド管理が不十分であったために施工管理に必要な要

求事項が不足したことなどが確認されていることを踏まえ、再発防

止対策を実施し、ＱＭＳの改善を図っていく。

７．まとめ

（１）ケーブル敷設状況調査 

再処理施設における調査を完了し、旧技術基準及びＡＤＲＢの系統分離に

関する要求事項に対して不適切なケーブル敷設は確認されなかったが、系統

分離に関する社内基準の要求事項に対して、不適切なケーブル敷設（３５１

本）を確認した。

この確認された不適切なケーブル敷設には安全上重要な施設のケーブル

はなく、安全上重要な施設と同等の設計・施工がなされたケーブルと安全系

以外のケーブルで、すべて計装・制御ケーブルであった。ケーブルの仕様等

を踏まえ、安全系ケーブルに対して安全上の影響はないものと評価した。な

お、これらについては、使用停止等の措置を講じている。

  不適切なケーブル敷設が発生した直接原因は、

・ 中央制御室等の床下のケーブル敷設ルートを示す情報がなかった

（アズビルド化された設計図書がなかった）。その結果、ケーブルの

敷設ルートの検討段階において、系統分離に関する社内基準を満足

したルート設定が検討できなかった。 

・ ＯＡ機器等の一般ケーブルについては、系統分離に関する社内基準

の適用外であった。その結果、一般ケーブルの敷設ルート上に安全

系ケーブルが存在した場合でも、系統分離に関する社内基準の要求

を満足するかの評価が行われなかった。 

 であり、設計図書の作成や一般ケーブルを再処理施設に敷設する場合は系統
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分離に関する社内基準の適用とするなどの対策を実施することとした。

  また、ＱＭＳの各プロセスに対して要求されていた事項に対して事実関係

を整理し、原因分析を実施した結果、抽出された原因は以下であることを確

認し、これらについて必要な対策を講じることとした。

・ 系統分離に関する社内基準において、具体的な方法が不明確であっ

た。 

・ 調達段階において、ケーブル敷設に係る施工記録を要求していなか

った。 

・ 工事の施工段階において、敷設ルートを設定するための情報（要求

事項）を提示していなかった。 

・ 自主的に安全上重要な施設と同等の設計・施工がなされたケーブル

に係る施工管理が徹底されていなかった。 

これら原因分析により抽出された原因は、ＱＭＳの各プロセスにおいて十

分な運用が図られていなかったものであり、ＱＭＳのシステムにおける問題

により発生したものではないことを確認した。

（２）ＱＭＳの検証 

ＱＭＳ文書に関する調査において、安全機能を有する設備に対して安全機

能に影響を与えるような工事が行われるおそれのある手順等になっていな

いことを確認し、ＱＭＳの有効性の調査において、すべての改良工事におい

て、安全機能を有する設備に対して安全機能に影響を与えるような工事が行

われていないことを確認した。

ただし、（１）項のとおり、不適切なケーブル敷設に至った原因が確認さ

れていることを踏まえ、再発防止対策を実施し、ＱＭＳの改善を図っていく。

以 上
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中央制御室等の床下における不適切な敷設がなされたケーブル 添付資料－２（1/5）

No. 用途
ケーブル
区分

ケーブル
種類

ケーブル
本数

敷設
パターン

中央制御室
敷設状況(From To)

中央安全監視室
敷設状況(From To)

保護装置
有無

使用停止
可否

安全上の影響評
価のパターン※

1
TDMS用プリンタケーブ
ル（LANケーブル）

安全系以外 計装・制御 3 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→安全系以外

－ － 停止 ②-1

2
J-netケーブル（中央制
御室）（LANケーブル）

安全系以外 計装・制御 23 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ － 停止 ②-1

3
J-netケーブル（作業隔
離システムTAGプリン
タ用）（LANケーブル）

安全系以外 計装・制御 6 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ － 停止 ②-1

4
TDMSケーブル（中央
制御室）（LANケーブ
ル）

安全系以外 計装・制御 17 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ － 停止 ②-1

5
安全監視盤付近のコン
セント

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（盤
の近傍に敷設）→安全系以
外

－ 有 停止 ②-2

6
書庫内分電盤からの
接地線１

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→安全系以外

－ － 停止 ②-1

7
書庫内プリンタ用LAN
ケーブル

安全系以外 計装・制御 2 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→安全系以外

－ － 停止 ②-1

8
自動起動試験装置ミド
ル

安全系以外 計装・制御 14 パターン②
安全系以外→安全系A（混
在）→安全系以外→安全系
B（混在）→安全系以外

－ － 停止 ②-1

9
電気錠（W0309東西第
2廊下）

安全系以外 計装・制御 4 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ － 停止 ②-1

10
自動起動試験装置ミド
ル

安全系以外 計装・制御 2 パターン②
安全系以外→安全系A（混
在）→安全系以外→安全系
B（交差）→安全系以外

－ － 停止 ②-1

11 PP用監視カメラ電源 安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→安全系以外

－ 有 停止 ②-2

12
PP用監視カメラ制御
ケーブル

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→安全系以外

－ － 停止 ②-1

13 仮設用電源 安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系A(交
差）→安全系以外

－ 有 停止 ②-2

14 放射線監視盤ミドル 安全系以外 計装・制御 2 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→安全系以外→中央安
全監視室

安全系以外→安全系A→
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ 停止 ②-1

15
放送設備（統括当直長
机）

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→中央安全監視室

安全系B→安全系以外→
安全系A→安全系以外

－ － ②-1

16
地震観測表示システ
ム

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在)→安全系以外→中央安
全監視室

安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ 停止 ②-1

17
地震観測表示システ
ム

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在)→安全系以外→中央安
全監視室

安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ 停止 ②-1

18
電源コンセント（制御室
内用）

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→安全系以外

－ 有 停止 ②-2

19
マイク操作機LANケー
ブル

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→中央安全監視室

安全系B→安全系以外→
安全系A→安全系以外

－ － ②-1

20
マイク操作機LANケー
ブル（光）

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→中央安全監視室

安全系B→安全系以外 － － ②-1

21
2人ルールLANケーブ
ル

安全系以外 計装・制御 4 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→中央安全監視室

安全系B→安全系以外→
安全系A→安全系以外

－ － ②-1

22
電気錠（W0310東西第
1廊下）

安全系以外 計装・制御 4 パターン②

安全系以外→安全系B（混
在）→安全系以外→中央安
全監視室→安全系A→安
全系以外

安全系以外→安全系A→
中央制御室

－ 停止 ②-1

※安全上の影響評価のパターンは（5/5に示す）



中央制御室等の床下における不適切な敷設がなされたケーブル 添付資料－２（2/5）

No. 用途
ケーブル
区分

ケーブル
種類

ケーブル
本数

敷設
パターン

中央制御室
敷設状況(From To)

中央安全監視室
敷設状況(From To)

保護装置
有無

使用停止
可否

安全上の影響評
価のパターン※

23
J-netケーブル（中央安
全監視室）（LANケーブ
ル）

安全系以外 計装・制御 3 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外→中央安
全監視室

安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

24
TDMSケーブル（中央
安全監視室）（LAN
ケーブル）

安全系以外 計装・制御 2 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外→中央安
全監視室

安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

25
建屋換気温度計装
ケーブル

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系A（混
在）→中央安全監視室

安全系A→安全系以外 － － ②-1

26
臨界警報装置盤信号
ケーブル

安全上重要
な施設と同
等の設計・施

工

計装・制御 14 パターン⑤
安全系B→安全系以外（混
在）→安全系A（混在、電線
管使用）→中央安全監視室

安全系A（混在、電線管使
用）→安全系以外→安全系
B

－ － ⑤

27
環境監視盤電源ケー
ブル

安全上重要
な施設と同
等の設計・施

工

計装・制御 1 パターン④
安全系B→安全系以外（混
在）→安全系B→中央安全
監視室

安全系B→安全系以外→
安全系A→安全系以外→
安全系B

有 停止 ④-2

28
放送設備（地下との
ケーブル）

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→中央安全監視室

安全系B→安全系以外→
安全系A→安全系以外

－ － ②-1

29 衛星電話 安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→中央安全監視室

安全系B→安全系以外→
安全系A→安全系以外

－ － ②-1

30 電気錠 安全系以外 計装・制御 3 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→安全系以外→中央安
全監視室

安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ 停止 ②-1

31
自然現象把握カメラＬ
ＡＮケーブル

安全系以外 計装・制御 2 パターン②
安全系以外→安全系Ａ（混
在、電線管使用）→中央安
全監視室

安全系Ａ→安全系以外 － － ②-1

32 防火シャッター 安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→中央安全監視室

安全系B→安全系以外→
安全系A→安全系以外

－ － ②-1

33 一般電話 安全系以外 計装・制御 2 パターン②
安全系以外→安全系A（混
在）→中央安全監視室

安全系A→安全系以外 － － ②-1

34 電話線 安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（混
在）→安全系以外→中央安
全監視室

安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

35
自動起動試験装置ミド
ル

安全系以外 計装・制御 30 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ － 停止 ②-1

36
自動起動試験装置ミド
ル用電源

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ 有 - ②-2

37
各ブロックの作業用電
源

安全系以外 計装・制御 9 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ 有 - ②-2

38 書庫内　壁コンセント 安全系以外 計装・制御 2 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ 有 - ②-2

39 J-net用電源 安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ 有 - ②-2

40 J-net用光ケーブル 安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ － - ②-1

41 TDMS用電源 安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ 有 - ②-2

42 TDMS用光ケーブル 安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系B（交
差）→安全系以外

－ － - ②-1

43
せん断情報システム
（LANケーブル）

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→中央安全監
視室

安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ 停止 ②-1

44
プロセス用記録計盤安
全系監視盤からの信
号ケーブル

安全系以外 計装・制御 18 パターン②
安全系以外→中央安全監
視室

安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

※安全上の影響評価のパターンは（5/5に示す）



中央制御室等の床下における不適切な敷設がなされたケーブル 添付資料－２（3/5）

No. 用途
ケーブル
区分

ケーブル
種類

ケーブル
本数

敷設
パターン

中央制御室
敷設状況(From To)

中央安全監視室
敷設状況(From To)

保護装置
有無

使用停止
可否

安全上の影響評
価のパターン※

45
床コンセント（PC，FAX
用）

安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→中央安全監
視室

安全系以外→安全系A→
安全系以外

有 － ②-2

46
臨界警報装置盤信号
ケーブル

安全上重要
な施設と同
等の設計・施

工

計装・制御 6 パターン④
安全系A→中央安全監視
室

安全系A→安全系以外→
安全系B→安全系以外→
安全系A

－ － ④-1

47
臨界警報装置盤信
号ケーブル

安全上重要
な施設と同
等の設計・施

工

計装・制御 15 パターン⑤
安全系A→中央安全監視
室

安全系A→安全系以外→
安全系A

－ － ⑤

48
光ケーブル（H1との通
信）

安全系以外 計装・制御 2 パターン②
安全系以外→中央安全監
視室

安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ - ②-1

49
安全指令放送設備（制
御、音声信号）

安全系以外 計装・制御 2 パターン②
安全系以外→中央安全監
視室

安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

50
プロセス用記録計盤B
系用信号ケーブル

安全系以外 計装・制御 20 パターン②
安全系以外→中央安全監
視室

安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

51
雷気象情報NW回線光
ケーブル

安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

52
臨界警報装置～放射
線監視盤間警報信号

安全系以外 計装・制御 4 パターン② －
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

53
放射線監視盤放射線
モニタ信号

安全系以外 計装・制御 10 パターン② －
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

54
臨界警報装置～放射
線監視盤間警報信号

安全系以外 計装・制御 2 パターン② －
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

55
放射線モニタ記録計盤
～放射線監視盤間記
録計用

安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

56
放射線モニタ記録計盤
～放射線監視盤間記
録計用

安全系以外 計装・制御 6 パターン② －
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

57
総合防災盤－補助盤
間ＬＡＮケーブル

安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

58 地震情報示システム 安全系以外 計装・制御 3 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ 停止 ②-1

59
出入管理デスクERDS
端末４ＬＡＮケーブル

安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ - ②-1

60 床コンセント 安全系以外 計装・制御 6 パターン② －
安全系以外→安全系B→
安全系以外

有 停止 ②-2

61
ＴＶ会議システムＬＡＮ
ケーブル

安全系以外 計装・制御 2 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ 停止 ②-1

62
近接防止表示盤ＬＡＮ
ケーブル

安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ - ②-1

63 近接防止表示盤電源 安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

有 - ②-2

64
床コンセント（PC，FAX
用）

安全系以外 計装・制御 2 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

有 - ②-2

65
放射線監視盤～放管
計算機間のLAN光
ケーブル

安全系以外 計装・制御 6 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

66
放射線監視盤～放管
計算機間のＬＡＮ光
ケーブル

安全系以外 計装・制御 2 パターン② -
安全系以外→安全系Ａ→
安全系以外

－ － ②-1

※安全上の影響評価のパターンは（5/5に示す）



中央制御室等の床下における不適切な敷設がなされたケーブル 添付資料－２（4/5）

No. 用途
ケーブル
区分

ケーブル
種類

ケーブル
本数

敷設
パターン

中央制御室
敷設状況(From To)

中央安全監視室
敷設状況(From To)

保護装置
有無

使用停止
可否

安全上の影響評
価のパターン※

67
放射線監視盤各建屋
間信号ケーブル

安全系以外 計装・制御 29 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

68 放射線監視盤電源 安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

有 － ②-2

69
放射線監視盤γ線エリ
アモニタ

安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

70
放射線監視盤～AP間
信号ケーブル

安全系以外 計装・制御 4 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

71
放射線監視盤～KB間
信号ケーブル

安全系以外 計装・制御 4 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

72
放射線監視盤～各建
屋間信号ケーブル

安全系以外 計装・制御 4 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

73
放射線モニタ記録計盤
～放射線監視盤間記
録計用

安全系以外 計装・制御 4 パターン② －
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

74
臨界警報装置～放射
線監視盤間警報信号

安全系以外 計装・制御 2 パターン② －
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

75
放射線監視盤－当直
長盤間ケーブル

安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

76
放射線監視盤信号
ケーブル

安全系以外 計装・制御 5 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

77
放射線監視盤信号
ケーブル

安全系以外 計装・制御 2 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － ②-1

78
プロセス用記録計盤B
系用電源

安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系B→
安全系以外

有 － ②-2

79
緊急時対策システム
（地下１階～緊対ラック
まで）光ケーブル

安全系以外 計装・制御 1 パターン② -
安全系以外→安全系Ａ→
安全系以外→安全系Ｂ→
安全系以外

－ － ②-1

80
2人ルール出入管理デ
スク電源

安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

有 － ②-2

81
原子力防災ネットワー
ク用電話

安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ - ②-1

82 床コンセント 安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

有 - ②-2

83 地震計測装置 安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ 停止 ②-1

84
中央安全監視室内接
地線

安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外→安全系B→
安全系以外

－ － ②-1

85 一斉通報装置ＦＡＸ 安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ - ②-1

86 当直長盤用電源 安全系以外 計装・制御 1 パターン② －
安全系以外→安全系A→
安全系以外

有 － ②-2

87 電気設備制御盤I/O盤 安全系以外 計装・制御 1 パターン②
安全系以外→安全系A→
安全系以外

－ － － ②-1

※安全上の影響評価のパターンは（5/5に示す）



添付資料－２（5/5）

安全上の
影響評価
のパターン

概要図

②-1 ○

・旧技術基準において、計装・制御ケーブ
ルによる火災は他には広がらないとされ
ている。
・そのため多重性を有する安全系ケーブ
ルに影響を及ぼさないことから安全上の
影響はない。

②-2 ○

・旧技術基準において、計装・制御ケーブ
ルによる火災は他には広がらないとされ
ている。
・過電流を遮断するための保護装置が設
置されている。
・そのため多重性を有する安全系ケーブ
ルに影響を及ぼさないことから安全上の
影響はない。

④-1 ○

・旧技術基準において計装・制御ケーブル
による火災は他には広がらないとされて
いる。
・そのため多重性を有する安全系ケーブ
ルに影響を及ぼさないことから安全上の
影響はない。
・また、不適切なケーブルは安全上重要な
施設と同等の設計・施工がなされている
が、多重化要求のない設備のため、当該
ケーブルの断線・短絡をひき起こしても安
全上の影響はない。

④-2 ○

・旧技術基準において計装・制御ケーブル
による火災は他には広がらないとされて
いる。
・過電流を遮断するための保護装置が設
置されている。
・そのため多重性を有する安全系ケーブ
ルに影響を及ぼさないことから安全上の
影響はない。
・また、不適切なケーブルは安全上重要な
施設と同等の設計・施工がなされている
が、多重化要求のない設備のため、当該
ケーブルの断線・短絡をひき起こしても安
全上の影響はない。

⑤ ○

・旧技術基準において計装・制御ケーブル
による火災は他には広がらないとされて
いる。
・そのため多重性を有する安全系ケーブ
ルに影響を及ぼさないことから安全上の
影響はない。
・また、不適切なケーブルは安全上重要な
施設と同等の設計・施工がなされている
が、多重化要求のない設備のため、当該
ケーブルの断線・短絡をひき起こしても安
全上の影響はない。

※安全系相当：安全上重要な施設と同等の設計・施工がなされたケーブル

安全上の影響評価

中央制御室等の床下における不適切な敷設がなされたケーブル

安全系A 安全系B 安全系以外

安全系A 安全系B 安全系以外

保護

装置

※ 安全系B 安全系以外安全系A 安全系相当

※ 安全系B 安全系以外安全系A 安全系相当

保護

装置

安全系B ※ 安全系以外安全系A 安全系相当



添付資料－３ 

ＱＭＳの有効性の調査に係る工事の抽出フロー 

２００４年６月（ＱＭＳ導入以降）から

２０１５年１２月までに実施した工事 

【約 5,000 件】

保安規定の改造に該当しな

い改良工事か？

既設に影響を与えるおそれ

のある改良工事か？

調査対象

【201 件】
調査対象外

改良工事か？
Ｎｏ 

Ｎｏ 

Ｎｏ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

Ｙｅｓ 

２００４年６月（ＱＭＳ導入以降）から２０１５年１２

月までに実施した以下の工事から調査対象を抽出 

①保修作業 

②設備点検 

③改良工事（保安規定の改造含む） 

①保修作業、②設備点検は、設備を

元の状態への復元等を目的とした工

事であることから、調査対象外とす

る。 

③改良工事のうち保安規定の改造は

設計管理のプロセスで設計要求事項

の明確化、設計レビュー、設計の検

証および妥当性確認（使用前検査）

が実施されることから、調査対象外

とする。 

同仕様への更新工事等であって、機

器､配管等の設置・敷設場所の変更を

伴わない等の工事について調査対象

外とする。 



設計・調達管理等に係るプロセスと関連するＱＭＳ文書の確認・評価結果 

設計・調達管理等に係るプロセス 関連するＱＭＳ文書の確認・評価結果 

当社（番号は確認・評価結果と対応） 供給者（番号は確認・評価結果と対応） 関連する主なＱＭＳ文書 確認・評価結果 

工
事
の
計
画

・再処理事業部 設

計管理要領（2 次文

書） 

・再処理事業部 技

術検討書作成運用細

則（3次文書） 

①再処理事業部 設計管理要領（2次文書）では技術検討書を作成し、設計に関する

重要な検討の経緯および結果を記録すること、詳細は「再処理事業部 技術検討書

作成運用細則」に定めることを規定している。 

②再処理事業部 技術検討書作成運用細則（3 次文書）では前提となる設計等の要求

事項に対する検討、関連設備への影響等についての検討を技術検討書に含めること

を規定している。 

調
達

・再処理事業部 調

達管理要領（2 次文

書） 

③再処理事業部 調達管理要領（2次文書）では業務内容に応じた調達要求事項に対

し、調達製品が適合することを確実にするため、調達製品に対する管理の方法と程

度を定めた発注仕様書を作成すること、また、発注仕様書で明確化した調達要求事

項が妥当であることおよび調達要求事項への適合状況を証明する記録の提出を要

求していることを審査、承認し、調達することを規定している。 

④再処理事業部 調達管理要領（2次文書）の工事請負共通仕様書では以下の調達要

求事項を規定している。 

（関係法令の遵守） 

受注者は、工事の実施に当たって関係法令等および官公署の許認可条件等を熟知

して、これを遵守しなければならない（具体的な関係法令等を記載している）。 

（設計管理） 

工事請負仕様書等に記載された要求事項の他、設計条件、適用される法令、基準、

規格等の要求事項を設計に確実に反映させるための管理方法を明確にすること。 

設計内容が複数の部門あるいは受注者間にまたがる場合には、その取合いを明確

にし、設計上の矛盾が生じないよう管理方法を明確にすること。 

（工事の管理） 

受注者は、契約後速やかに受注者の品質保証体制、当該作業における品質管理方

法、工事安全管理の方法等について、工事計画書等を当社に提出して承認を受ける

こと。 

受注者は、前項工事計画書等に基づき、現地作業着手前に作業要領書、作業予定

表を当社に提出し承認を受けること。 

⑤再処理事業部 調達管理要領（2次文書）の工事請負仕様書では以下の調達要求事

項を規定している。 

（準拠すべき法令、規格、当社規定類等） 

工事の実施に当たって、関係法令、諸基準、当社規定類等に準拠する（具体的な

関係法令および諸基準を記載することとしている）。 

【要求事項の明確化】 

・技術検討書の作成・承認

①② 

設計管理 

【設計レビュー】 

・設計の計画 

・設計要求事項検討表 

のレビュー 

【調達要求事項の具体化】 

・仕様書の作成・承認 

③ 

契約 
【調達要求事項の伝達】 

・発注仕様書により調達要求 

④⑤ 

添付資料－４(1/2) 



設計・調達管理等に係るプロセスと関連するＱＭＳ文書の確認・評価結果 

設計・調達管理等に係るプロセス 関連するＱＭＳ文書の確認・評価結果 

当社（番号は確認・評価結果と対応） 供給者（番号は確認・評価結果と対応） 関連する主なＱＭＳ文書 確認・評価結果 

工
事
の
実
施

・再処理事業部 コメ

ント処理票運用細則（3

次文書） 

・再処理事業部 製作

および据付・施工管理

要領（2 次文書） 

・再処理事業部 作業

実施細則（3次文書） 

・再処理事業部 リス

ク評価・隔離作業実施

細則（3 次文書） 

・再処理事業部 検査

及び試験管理要領（2次

文書） 

⑥再処理事業部 コメント処理票運用細則（3 次文書）では設計図書の妥当性につ

いて検証し、コメント処理票を作成すること、必要に応じて設計図書の提出元と

協議し、設計図書の記載内容について調整することを規定している。 

⑦再処理事業部 製作および据付・施工管理要領（2 次文書）では契約内容に基づ

き工事に先立ち工事計画書等を受注者より契約後速やかに提出させ、その業務の

ための検証、妥当性確認、監視、測定、検査および試験活動、ならびにこれらの

合否判定基準、業務のプロセスおよびその結果が、要求事項を満たしていること

を実証するために必要な記録の作成および保管等が明確になっていることを法

令、規格、基準および当社要求事項等を基に審査、承認することを規定している。 

⑧再処理事業部 製作および据付・施工管理要領（2 次文書）では工事実施に先立

ち、工事要領書等を受注者に作成させ、機器の製作、据付・施工の方法が法令、

規格・基準および当社要求事項等に対し妥当であること、製作および据付・施工

実施結果が法令、規格、基準および当社要求事項等に適合していることを確認す

るため、検査項目、方法および判定条件等が明確にされていること等について審

査、承認することを規定している。 

⑨再処理事業部 検査及び試験管理要領（2次文書）では受注者より検査・試験の

要領書を提出させる場合、検査・試験方法、判定基準等を審査、承認することを

規定している。 

⑩再処理事業部 作業実施細則（3次文書）では、保修作業等を行う場合は、「再

処理事業部 リスク評価・隔離作業実施細則」に基づき、作業安全、原子力安全

の確保の観点から作業実施計画（隔離計画含む）に問題がないか事前に関連する

全ての設備管理箇所とリスク評価を実施するとともに、リスク評価表の評価結果

が作業に使用する作業票、隔離表等の業務管理文書に適切に反映されていること

を確認することを規定している。 

⑪再処理事業部 リスク評価・隔離作業実施細則（3 次文書）ではリスク評価表に

原子力安全リスク分析として安全上重要な施設の安全機能への影響の有無を記

入すること、他施設、他設備への影響として作業および隔離実施範囲が他施設、

他設備へ影響を与えないようにするための具体的な対策、方針について記入する

こと規定している。 

試
験
・
検
査

・再処理事業部 検査

及び試験管理要領（2次

文書） 

・再処理事業部 作業

要領（手順）書・報告

書作成および運用マニ

ュアル（4次文書） 

⑫再処理事業部 検査及び試験管理要領（2次文書）では検査に係わる知識を持ち、

検査および試験の妥当性の判断が出来る検査立会者を指名すること、受注者に検

査および試験を実施させる場合は、立会検査により、その実施状況を確認するこ

と等を規定している。 

⑬再処理事業部 作業要領（手順）書・報告書作成および運用マニュアル（4 次文

書）では、受注者は、作業終了後速やかに作業報告書を作成し、当社に提出する

こと、監理員は、受注者より提出された作業報告書の内容を確認し、確認結果（ｺ

ﾒﾝﾄ含む）をコメント処理票に纏めて上覧を行い、承認を得ることを規定してい

る。 

⑭再処理事業部 検査および試験管理要領（2次文書）では実施した試験・検査お

よび社内自主点検が適正に実施され、設備の健全性が維持されていることを作業

報告書の内容により確認することを規定している。

【設計等の実施】 

・設計図書の作成・提出 

・工事計画書の作成・提出 

・工事要領書の作成・提出 

・試験・検査要領書の作成・提出 

⑥⑦⑧⑨ 

【リスク評価】 

・リスク評価の実施 

⑩⑪ 調達製品の製作 

現地工事の実施 

試験・検査の実施⑫

工事管理

工事報告書等の確認・承認 

⑬⑭ 

工事完了

提出 

承認 

【設計等の検証】 

・設計図書の審査・承認 

・工事計画書の審査・承認 

・工事要領書の審査・承認 

・試験・検査要領書の審査・承認 

⑥⑦⑧⑨ 

提出 

承認 

工事報告書等の作成・提出 

⑬⑭ 
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